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◎
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

（
同
上
）

第
六
章

高
等
学
校

（
同
上
）

第
一
節

（
略
）

（
同
上
）

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等
（
第
九
十
条
―
第

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等
（
第
九
十
条
―
第

百
条
の
三
）

百
条
）

第
三
節

（
略
）

（
同
上
）

第
七
章
～
第
十
二
章

（
略
）

（
同
上
）

第
百
条
の
二

学
校
教
育
法
第
五
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定
め

（
新
設
）

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

修
業
年
限
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
単
位
数
そ
の
他
の
事
項
が
、
別
に
定
め
る
基
準
を

満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
基
準
を
満
た
す
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
編
入

（
新
設
）
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学
し
よ
う
と
す
る
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
学
の
修
業
年
限
か
ら

、
修
了
し
た
高
等
学
校
の
専
攻
科
に
お
け
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
以
下
の

期
間
を
控
除
し
た
期
間
を
在
学
す
べ
き
期
間
と
し
て
、
当
該
大
学
に
編
入
学
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
在
学
す
べ
き
期
間
は
、
一
年
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
条
の
三

前
条
第
一
項
の
基
準
を
満
た
す
専
攻
科
を
置
く
高
等
学
校
は
、
当
該

（
新
設
）

専
攻
科
に
つ
い
て
、
第
百
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
高
等
教
育
の
段
階
に
お
け
る
教
育
活
動

等
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
（
当
該
高
等
学
校
の
職
員

を
除
く
。
）
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
三
条

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
（
第
四
十
六
条
を
除
く
。
）
、

第
百
十
三
条

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
（
第
四
十
六
条
を
除
く
。
）
、

第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま

第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま

で
（
第
六
十
九
条
を
除
く
。
）
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
四
条
及

で
（
第
六
十
九
条
を
除
く
。
）
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
四
条

び
第
百
条
の
三
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
に
準
用
す
る
。

、
同
条
中
「
第
百
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
八
十
一
条
、
第
八
十
八
条
の
二
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
三

３

第
八
十
一
条
、
第
八
十
八
条
の
二
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
三

条
、
第
九
十
六
条
か
ら
第
百
条
の
二
ま
で
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
二
条
、
第

条
、
第
九
十
六
条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
二
条
、
第
百
三
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百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程

条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
準

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
、

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
、
第
八

第
八
十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い

十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
五
条
、
第
八
十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六
条
」

み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
五
条
、
第
八
十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六
条
」
と
、

と
、
「
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お

「
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て

い
て
準
用
す
る
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣

準
用
す
る
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公

が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
（
第
四
十
六
条
を
除
く
。
）

第
百
三
十
五
条

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
（
第
四
十
六
条
を
除
く
。
）

、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
五
条
か
ら
第
六

、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
五
条
か
ら
第
六

十
八
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
及
び
第
百
条
の
三
の
規
定
は
、
特
別
支
援
学
校
に
準

十
八
条
ま
で
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
は
、
特
別
支
援
学
校
に
準
用
す
る
。

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
百
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
三
十
五
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
八
条
の
二
、
第
九
十
条
第

５

第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
八
条
の
二
、
第
九
十
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
の
二
ま
で
並
び
に
第
百
四
条
第
三

一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
ま
で
並
び
に
第
百
四
条
第
三
項
の

項
の
規
定
は
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

規
定
は
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九

第
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
他
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後

十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
他
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

期
課
程
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
学
校
又
は
中
等

程
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
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教
育
学
校
の
後
期
課
程
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
他
の
高
等
学
校
又
は
中
等

学
校
の
後
期
課
程
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
他
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育

教
育
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
他
の
特
別
支
援
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教

学
校
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
他
の
特
別
支
援
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学

育
学
校
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

校
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
五
条

（
略
）

第
百
五
十
五
条

（
略
）

２

学
校
教
育
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
短
期
大
学
の
専
攻
科
へ
の

２

（
同
上
）

入
学
に
関
し
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を

（
新
設
）

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
専
攻
科
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の

う
ち
学
校
教
育
法
第
五
十
八
条
の
二
（
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
編
入
学
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
（
修
業
年
限
を
三
年
と
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
へ
の
入

学
に
つ
い
て
は
、
修
業
年
限
を
三
年
以
上
と
す
る
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
課
程

を
修
了
し
た
者
に
限
る
。
）

二
～
七

（
略
）

一
～
六

（
略
）

第
百
七
十
七
条

学
校
教
育
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
専
門
学

第
百
七
十
七
条

（
同
上
）

校
の
専
攻
科
へ
の
入
学
に
関
し
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
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一

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を

（
新
設
）

含
む
。
）
の
専
攻
科
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第
五
十
八
条

の
二
（
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二
～
七

（
略
）

一
～
六

（
略
）
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◎
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
学
士
、
修
士
及
び
博
士
の
学
位
授
与
の
要
件
）

（
学
士
、
修
士
及
び
博
士
の
学
位
授
与
の
要
件
）

第
六
条

法
第
百
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る

第
六
条

（
同
上
）

学
士
の
学
位
の
授
与
は
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
位
等
大
学
に
お
け
る
一
定
の
単

位
の
修
得
又
は
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
置
か
れ
る
専
攻
科
の
う
ち

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
お

け
る
一
定
の
学
修
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
行
い
、
か
つ
、

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
が
行
う
審
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し

行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を

（
新
設
）

含
む
。
）
の
専
攻
科
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
法
第
五
十
八
条
の
二
（
法

第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
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規
定
に
よ
り
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

三
・
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）

五

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
者
と
し
て
文
部
科

四

そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
者
と
し
て
文
部
科

学
大
臣
が
別
に
定
め
る
者

学
大
臣
が
別
に
定
め
る
者

２

（
略
）

２

（
略
）


